
令和７年度多様な働き方推進事業セミナー実施・動画作成業務委託について 

 

 質問内容 回答 

１ 資料：仕様書４（２）① 

内容：働き方改革の取組事例紹介動画の

対象は，自社の会員企業等でもよいか。  

動画作成の対象企業は，かごしま

「働き方改革」推進企業です。かごし

ま「働き方改革」推進企業の制度概要

や認定企業一覧は下記ホームページか

らご確認ください。 

かごしま「働き方改革」推進企業の令

和７年度第１期申請期間は令和７年７

月 31 日までです。 

・鹿児島県／【募集中！】かごしま

「働き方改革」推進企業認定制度 

(pref.kagoshima.jp) 

・鹿児島県／かごしま「働き方改革」

推進企業を紹介します 

(pref.kagoshima.jp) 

２ 資料：仕様書４（１）  

内容：「県内企業の取組事例」は、提出

時に弊社から提案する形ですか。 

どのような事例・形式（企業に登壇

してもらいインタビュー形式，事例を

まとめ講師が紹介する形式）が効果的

か検討いただき，提案してください。 

提案内容を基に打合せ等を通し，協

同で企業選定することを想定しており

ます。また，事例紹介企業数は 1 社以

上としますので，委託先が紹介できる

企業に登壇いただいても構いません。

（令和６年度は３社登壇） 

３ 資料：仕様書４（１） 

内容：講師の講演フィールドは「メリッ

ト」「制度が利用されない原因」「取り

組み事例紹介」「企業ＰＲの方法」の4項

目を話してもらう認識でよいですか？ 

「県内外企業等の取組事例」「助成

金補助金の紹介」の項目についても，

講師が説明を行う形とします。 

「県からの案内」のみ，県担当者が

行います。 

４ 資料：仕様書４（１） 

内容：企業の取り組み事例の発表は県の

方で行いますか？こちらで講師に事前に

情報を通知し依頼する想定か教えてほし

い。 

企業の取り組み事例の発表は，講師

からの紹介や企業に登壇いただき紹介

してもらう等を想定しており，県から

の紹介は想定しておりません。 
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令和７年度多様な働き方推進事業セミナー実施・動画作成業務委託について 

 

 質問内容 回答 

５ 資料：仕様書４（１） 

内容：セミナー内容のシナリオ及び形態

はこちらから完全提案でよいですか？普

通の講演会形式で実施が想定ではあると

思うが、より効果的な内容を提案した

い。 

セミナー内容のシナリオは，鹿児島

県の現状を踏まえ，多様な働き方が推

進すると考えられる内容であれば仕様

書の内容に限りません。 

形態は，離島からも参加しやすいよ

うにオンラインの形式とします。講演

のみではなく，演習やワークを実施す

る等に関しては，自由にご提案くださ

い。 

６ 資料：仕様書５（２） 

内容：チラシ作成部数は、送付する約

840 社分＋納品 100 部の計 940 部の認識

でよいですか？また、郵送料は予算内事

業者負担ですか。 

セミナーの広報チラシ作成部数は，

計 940 部です。その他独自の広報で利

用する場合は，追加で作成してくださ

い。また，同封資料として，Ａ４で１

～２枚程度同封していただく可能性が

ございます。その際は，当方からデー

タを送付し，プリントアウトしたもの

を同封していただきます。 

かごしま子育て応援企業への郵送料

は，委託先の負担となります。 

７ 資料：仕様書４（１）④、（２）① 

内容：（２）①の事例紹介動画に関し

て、対象をかごしま「働き方改革」推進

企業から２社以上、「セミナーで取組事

例の紹介する企業を想定」とあります。

この考えを踏まえますと、セミナーでの

取組事例紹介はかごしま「働き方改革」

推進企業であることが条件となるのでし

ょうか。 

事例紹介動画に関しましては，対象

をかごしま「働き方改革」推進企業に

限らせていただきますが，セミナーで

取組事例を紹介する企業については，

あくまで想定のため，委託先が紹介で

きる企業に登壇いただいても構いませ

ん。 

また，セミナーの事例紹介企業数は

1 社以上としますので，複数社登壇い

ただいても構いません。（令和６年度

は３社登壇） 

 


